
 

大和都市計画地区計画の決定（生駒市決定） 

都市計画生駒市光陽台地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 生駒市光陽台地区地区計画 

位  置 生駒市光陽台の一部 

面  積 約１０．８ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

 

 

 

 

 

本地区は、本市の中心市街地から北西約 1 ㎞に位置し、西には緑豊かな生駒山地が南北

に走り、自然環境に恵まれた地域である。既に道路・公園等の公共施設が整備され、低層

専用住宅地区として良好な住環境が形成されているところである。 

 そこで、地区計画の策定により、良好な住環境を将来にわたって維持・保全することを

目標とする。 

 

土地利用の方針 

 

 

 

 既に形成されている低層専用住宅地区としての良好な居住空間の維持・保全を図るため、

用途の混在、敷地の細分化等の防止を行うことにより、適正かつ合理的な土地利用を推進

する。 

 

地区施設の整備方

針 

 公共公益施設については、その機能が損なわれないよう維持・保全を図る。 

 

建築物等の整備方

針 

 

 

既にゆとりのある敷地と閑静な低層専用住宅地として良好な住環境が形成されているの

で、その環境を維持・保全するため、建築物の用途、建築物の敷地面積の最低限度を制限

するとともに、建築物等の形態又は意匠の制限を行う。 
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建築物の用途

の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。 

１ 住宅(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)別表第 2(い)項第 1 号に係るもの。 

ただし、長屋住宅及び重ね建て住宅を除く。以下「住宅」という。) 

２ 別表第 1(あ)項に掲げる住宅(同項第 1号、第 6号又は第 7号に掲げる用途を兼ねる住

宅に限る。) 

３ 幼稚園、保育所、公民館又は集会所 

４ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

５ 診療所(患者の収容施設を持つものを除く。) 

６ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第 1(い)項に掲げる公益上必要な

建築物 

７ 前各号の建築物に附属するもの(別表第 1(え)項に掲げるものを除く。) 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

 

２００平方メートル 

ただし、幅 4 メートル未満の路地状部分は敷地面積に算入しないが、建築物の延べ面積

の敷地面積に対する割合及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合には建築物の敷地

面積として算入する。 

建築物等の形

態又は意匠の

制限 

 

 

屋外広告物については、次の各号のいずれかに該当するものを設置してはならない。 

(1) 表示面積(同一敷地内に2以上ある場合はその合計)が2平方メートルを超えるもの 

(2) 屋上に設置するもの 

(3) 自己の用に供さないもの 

 

区域は、計画図表示のとおり 

 

当初決定年月日 平成 7 年 10 月 20 日 
最終変更年月日 平成 8 年 7 月 1 日 








